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第２回設工認申請対象設備の 

類型分類および構造概要について 

 

 

【公開版】 

（前回資料からの主な変更点等） 

前回資料（令和 5年 2月 17日提出版：R2）からの主な変更点を以下に示す。 

・共通 12 として類型分類および構造概要を整理する位置づけに見直したことを踏まえ、資料

を全般的に見直し（2.2において、工事の有無以外に既設工認からの変更点（モデルの変更、

評価方法の変更等）の扱いを別途整理） 

 

なお、構造概要の整理結果を示す別紙－２については、分類ごとに対象とする範囲が大枠で分

かるように目次を記載しているが、具体の構造概要の整理の進捗に応じて見直す可能性がある。 
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1．概要  

本資料は、新規制基準を受けた設工認の再処理施設の第２回申請および廃

棄物管理施設の設工認申請の申請対象設備に対して、条文毎に下記の分類で

類型分類を実施した上で、各条文の設計内容ごとの対象物量を整理し、申請

対象設備毎に設計として説明する事項および対象物量を補足説明するもの

である。  

 

A：新規に設置するもの  

B：既設  

B－ 1：設計条件が変更になったもの  

B－ 2：設計条件が追加になったもの  

B－ 3：新たに申請対象になったもの  

B－ 4：設計条件に変更がないもの  

 

また、上記で類型分類した申請対象設備に対して、技術基準規則関連条文

の要求事項に対する構造概要を補足説明するものである。  

構造概要の整理にあたっては、第２回申請は条文毎に説明することおよび

耐震評価に関連する条文（第 8 条  外部からの衝撃による損傷の防止（竜巻、

外部火災、火山）、第 11 条 /第 35 条  火災等による損傷の防止、第 12 条  再

処理施設内における溢水による損傷の防止、第 13 条  再処理施設内におけ

る化学薬品の漏えいによる損傷の防止、第 36 条  重大事故等対処設備等）を

優先して説明する方針であることを踏まえ、既設工認からの変更点等を考慮

して当該設備の適合性説明が主となる条文を明記するとともに、当該設備の

構造を設計する上で考慮すべき要求事項を関連条文として示した上で纏め

て当該設備の要求事項に対する構造概要を整理する。  

上記の考え方を踏まえ、以下の分類で整理する。  

 

  外部衝撃等、溢水、化学薬品漏えい、火災、地震、重大事故等対処設

備、その他  
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2. 類型分類  

2.1 類型分類の考え方  

類型分類を整理するにあたっては、設計プロセスも考慮し、「 A：新規に

設置するもの」と「 B．既設」と分類し、さらに「 B．既設」については、

「 B-1：設計条件が変更になったもの」、「 B-2：設計条件が追加になったも

の」、「 B-3：新たに申請対象になったもの」、「 B-4：設計条件に変更がない

もの」と分類し、各条文の説明項目（内訳）ごとに類型分類する。それぞ

れの具体的な考え方および対象設備の例を以下に示す。  

 

（１） A：新規に設置するもの  

＜考え方＞  

・（全体）新規に設置する設備が対象（申請対象設備リストで変更区分

が「新設」に該当する設備）  

・（全体）既設の設備であっても、既設の設計内容（評価内容）から新

たに機能・性能を期待（追加）する設備も対象  

・（条文単位）条文適合性として設計を説明すべき設備が対象  

設計で説明する対象を明確にする。  

（例  第 6条：耐震クラス、波及的影響、第 8条：防護対象、波及的影

響、対策設備）  

＜具体的な対象＞  

・避雷設備のうち、新規に設置する飛来物防護ネットを構造体利用する

避雷設備は Aで整理する。  

⇒申請対象設備リストの飛来物防護ネットに紐づけて分類  

・新基準対応以外のその他事項のうち、 Aで整理する対象（移設して新

規に設置する設備含む）は以下のとおり。（「」は共通 02で整理した

設計変更事項の件名を記載。【】は関連する主要条文を記載。）  

  安全冷却水 A冷却塔：「安全冷却水系冷却塔の設置位置の変更」

【第 6条、第 8条、第 10条、第 17条】  

  緊急時対策建屋換気設備、通信連絡設備：「有毒ガスに係る対

応」【第 8条、第 13条、第 30条、第 31条】  

  緊急時対策建屋及び収納する設備：「緊急時対策建屋の新設」

【第 30条】  

  漏えい液受皿の集液溝の液位高を検知する装置：「漏えい液受皿

の集液溝を監視する装置の設計」【第 4条、第 10条、第 20条】  

⇒申請対象設備リストの漏えい液受皿に紐づけて分類  

  TBP受入れ貯槽等：  「試薬貯槽の設置位置の変更」【第 8条、第
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16条】  

  環境測定設備（可搬型酸素濃度計等）：「環境測定設備（可搬型

酸素濃度計等）を設計基準対処の設備としても使用可能とする設

計」【第 30条】  

  固化セル圧力放出系前置フィルタユニット：「固化セル圧力放出

系の高性能粒子フィルタの１段から２段への変更」【第 10条】  

⇒設計基準事故時の公衆への線量評価で考慮する高性能粒子フ  

ィルタ（設備）を追加  

 

（２） B-1:設計条件が変更になったもの（設計の妥当性を説明）  

＜考え方＞  

・設計方針に係る設計条件の変更であるため、条文単位で対象を明確化

する。  

・既設工認からあった設計方針の項目（耐震評価、強度評価等※）に変

更はなく、設計条件 (評価条件 )が変更された条文のうち、変更された

設計条件（評価条件）で追加の適合性の説明が必要となる設備  

（既設工認からあった設計方針の項目に対して、設計条件が変更（評

価方法は既設工認からあるが、耐震クラスを見直し（ C⇒ S等）。設計

方針は既設工認からあるが、対象設備を追加。）された設備を含む）  

・上記条文における対象設備のうち、既設工認での設計から変更がな

い（既設工認の設計で適合性が説明できる）設備は「 B-4」とする

（波及的影響を除く耐震 B,Cクラス機器）  

※  既設工認での設計方針等は、「参考１：既設工認での設計方針

等」参照  

 

＜具体的な対象＞  

・耐震（ 5,6条）：基準地震動の変更（耐震 Sクラス、波及的影響、工事

有無など内訳を示す）  

耐震のうち、耐震クラスの見直し（ C⇒ S等）については、既設工認で

耐震評価を添付していないが、耐震設計の説明内容（基準地震動に対

する耐震評価内容）が同じであることから、「基準地震動の変更」に

合わせて説明するため、「 B-１」で整理する。  

・新基準対応以外のその他事項のうち、「 B-1」で整理する対象は以下

のとおり。  

  第２低レベル廃棄物貯蔵系（第１貯蔵系）、遮蔽設備：「第２低

レベル廃棄物貯蔵系の最大保管能力変更」【第 25条、第 27条】  

5



⇒既設工認の保管容量、遮蔽評価に対して設計条件（評価条   

件）が変更  

  注水槽等：「安全上重要な施設の変更」【第 16条】  

⇒既設工認から安重区分が変更（安重→非安重）  

  各建屋の遮蔽設備：  「敷地及び周辺監視区域並びに安全解析に

使用する気象条件等の変更」【第 27条】  

⇒既設工認の直接線及びスカイシャイン線による線量当量の評   

価に対して評価条件が変更  

  所内高圧系統（第２ユーティリティ建屋に係る施設）：「第２ユ

ーティリティ建屋の給電先に緊急時対策建屋を追加」【第 29条】  

⇒既設工認の電気盤に対して設計条件を変更（供給先の負荷を   

追加）  

  精製建屋一時貯留処理設備の配管：「プルトニウムを含む溶液

の誤移送防止として一部の配管を物理的に閉止する設計」【第

4条、第 10条】  

⇒既設工認から誤移送防止の設計は実施しており、設計条件   

（設計対象）を変更  

申請対象設備リストの移送元の貯槽に紐づけて分類  
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参考１：既設工認での設計方針等 
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（３） B-2:設計条件が追加になったもの（設計の妥当性を説明）  

＜考え方＞  

・設計方針に係る設計条件の追加であるため、条文単位で対象を明確化

する。  

・新規制基準の要求事項が追加・強化された条文が対象（設計基準条文

の一部※ １及び重大事故等対処施設 ※ ２ の条文）で既設工認の内容から

追加で適合性に係る設計を説明する上で必要な設備  

・上記のうち、既設工認の設計から変更がない（既設工認の設計で適合

性が説明できる）設備は「 B-4」とする（再処理特有火災に係る設備  等） 

 

※１：安全機能を有する施設の技術基準規則の条文  

・外部衝撃等（ 8 条）、不法侵入等（ 9 条）、火災等（ 11 条）、溢水

（ 12 条）、薬品（ 13 条）、安全避難通路（ 14 条）、安有（ 16 条）、

放管（ 21 条）、制御室（ 23 条）、保安電源（ 29 条）、緊対（ 30 条）、

通信（ 31 条）  

※２：重大事故等対処施設の技術基準規則の条文  

・地盤（ 32 条）、地震（ 33 条）、津波（ 34 条）、火災等（ 35 条）、

重事（ 36 条）、材構（ 37 条）、臨界防止（ 38 条）、蒸発乾固防止

（ 39 条）、水素爆発防止（ 40 条）、有機溶媒火災等防止（ 41 条）、

SFP 冷却（ 42 条）、放出抑制（ 44 条）、水供給（ 45 条）、電源（ 46

条）、計装（ 47 条）、制御室（ 48 条）、監視設備（ 49 条）、緊対

（ 50 条）、通信（ 51 条）  

 

＜具体的な対象＞  

・防護対策設備、防護対象設備、評価対象設備、外部衝撃における波及

的影響を及ぼす非安重設備  等（防護対象、評価対象、工事有無など

内訳を示す）  

・避雷設備のうち、間接雷設計の考慮事項が追加になった雷サージ抑制

設計に係る保安器、アイソレータ等は、「 B-2」で整理する。  

  ⇒申請対象設備リストの計測制御系統施設の計装設備等に紐づけて

分類  

・新基準対応以外のその他事項のうち、「 B-2」で整理する対象は以下の

とおり。  

  制御室換気設備：「有毒ガスに係る対応」  【第 23 条】  

   （既設工認の居住性評価（遮蔽評価）以外に追加で有毒ガスに係

る事項を評価が追加）  
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 粉末缶、混合酸化物貯蔵容器：「ＭＯＸ燃料加工施設との共用及び

取り合いに係る変更」【第 16 条】

 安全圧縮空気系の配管：「圧縮空気設備の安全圧縮空気系に接続口

を設計」【第 11 条】

 火災防護設備（火災感知器等）等：「第２低レベル廃棄物貯蔵系の

一部の共用に係る変更」【第 16 条】

（４） B-3:新たに申請対象設備になったもの（他法令の要求と照らし合わせ

て変更がないことを説明）

＜考え方＞  

・既認可では他法令等により設置しており、手続き対象外であったが、

新規制基準の要求の適合性を示すうえで申請対象となる設備で、且つ  

適合性を説明するうえで改造が必要ない設備  

＜具体的な対象＞

・安全避難通路、誘導灯、非常灯、構内接地網等

・申請対象設備リストの施設共通基本設計方針に該当する安全避難通

路等は関連する設備に紐づけて類型分類する。（例  安全避難通路で

あれば、建屋の一部として建屋をカウントする）  

（５） B-4:設備の設計条件に変更がないもの（既認可から設備の変更がない

ことを説明）

＜考え方＞  

・新規制基準施行以前の要求から変更の無い条文（安全機能を有する施

設の技術基準規則の条文※）のうち、設備の新設又は改造に係らない設

備（既設工認の設計で適合性の説明が実施できる）  

・B-1、B-2 で、既設工認での設計から変更がない（既設工認の設計で適

合性が説明できる）とした設備（設計条件の変更はあるが、当該変更

内 容 に 対 し て 既 設 工 認 の 設 計 内 容 か ら 追 加 で 説 明 す る 事 項 が な い   

設備を含む）  

※：臨界防止（ 4 条）、閉じ込め（ 10 条）、安重（ 15 条）、材構（ 17 条）、

搬送設備（ 18 条）、使用済燃料の貯蔵施設等（ 19 条）、計測制御（ 20

条）、安全保護回路（ 22 条）、廃棄施設（ 24 条）、保管廃棄施設（ 25

条）、汚染防止（ 26 条）、遮蔽（ 27 条）、換気設備（ 28 条）  
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＜具体的な対象＞  

・耐震のうち、耐震クラスの見直し（S⇒B 等）については、既設工認か

ら耐震評価の説明が追加で必要となるものではないことから、 B-4 で

整理する。  

・新基準対応以外のその他事項のうち、「 B-4」で整理する対象（既認可

で設計変更済み含む）は以下のとおり。  

  ガラス溶融炉等：「高レベル廃液ガラス固化設備の設計変更に係る

記載の追加（高レベル廃液ガラス固化建屋の北側には、 模擬廃液

受入槽を収納する模擬廃液貯蔵庫を設置する設計等） 【第 25 条】  

  温度計保護管加圧設備：「高レベル廃液濃縮缶内の温度計保護管内

部の加圧に係る記載追加」【第 10 条、第 28 条】  

 

（６）各条文の説明項目（内訳）  

条文ごとに以下の考え方で説明項目（内訳）ごとに分類する。  

・条文ごとに説明する設計内容が明確になるように、説明項目（内訳）

を設定して、申請対象設備を分類する。  

・設計内容について計算書（評価書）を用いて説明するものと、設計方

針で説明するもので説明程度が異なるため、計算書（評価書）の有無

が明確になるように分類する。  

・設備を工事する場合、工事内容（既設工認から変更した内容）の説明

も必要になるため、工事の有無※が明確になるように分類する。  

※  仕様表の変更後に仕様を記載する設備は、設工認上は「改造」の

区分で整理されるが、適合性説明においては、仕様表の変更点だ

けはなく、設備の変更（工事の有無）も考慮して、既設工認から

変更した内容を説明する必要があるため、工事の有無を整理す

る。  

 

2.2 工事の有無の整理  

技術基準適合性を説明するためには、既設工認から変更した内容として

工事を実施することによる影響も整理する必要があるため、類型分類で「 B-

1」、「 B-2」に分類する設備に対して、工事の有無および工事内容を整理す

る。  

 

（１）工事の有無の整理の考え方  

   別途追而  
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3. 設備の構造設計  

2.類型分類の整理の結果、 A、 B-1～ B-3 に分類した申請対象設備につい

ては、技術基準適合性の説明が必要となるため、当該設備の構造設計を整

理する。  

構造設計の整理にあたっては、当該設備の適合性説明が主となる条文を

明確にした上で、当該設備の構造設計を整理する上で考慮すべき要求事項

（条文要求、基本設計方針）を関連条文として示した上で纏めて当該設備

の要求事項（条文要求、基本設計方針）に対して以下の観点を満足する構

造設計となっていることを整理する。  

2.2 の整理の結果、工事を実施する設備に該当する場合は、工事の内容

と新規制基準で変更がない条文との関係性を整理し、追加で適合性を説明

する必要があるかを整理するとともに、追加で適合性説明する必要がある

条文に対する要求事項（条文要求、基本設計方針）に対しても以下の観点

を満足する構造設計となっていることを整理する。  

 

  主となる条文の条文要求、基本設計方針を達成できていること。  

  関連条文の条文要求、基本設計方針を考慮した設計になっているこ

と。  

 

また、具体の整理にあたっては、構造の観点で、設備の構造、機能・性

能、設計方針の類似性を考慮して類型化し、設備の構造設計を整理する。  

さらに、発電炉等で実績のない構造設計、第１回設工認との差異、評価

の観点から構造として説明すべき事項、類型した分類内での設計の差異は

漏れなく整理する。  

 

具体的な整理のイメージを以下に示す。  

 

①  条文要求、設計方針を満足する構造設計の整理  

構造設計の整理は条文毎に構造設計の整理表を作成する。  

整理表においては、以下の点を考慮して整理する。  

  基本設計方針（本文）は、当該設備に関連するものを全て記載する。  

  基本設計方針を踏まえた設計方針（添付書類）は、基本設計方針を具

体に展開した構造設計に係る設計方針を記載する。  

  構造設計する際の設計上の制約条件（周辺環境等）を記載する。  

  基本設計方針（本文）、設計方針（添付書類）を満足するための構造

設計の具体的な設計内容を「構造設計」に記載する。  
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  ただし、設計上の配慮事項（周辺環境等）を考慮して固有の構造設計

をしている場合（差分がある場合）は、当該構造設計の概要を記載す

る。  

  第１回設工認と設計の差分がある場合は、差分がある構造設計の内

容およびその理由（考え方）を記載する。  

  構造設計として、発電炉等で実績のない設計を採用している場合は、

構造設計の内容を漏れなく記載する。  

  追加評価（設計条件の変更に伴う評価含む）を説明する上で、構造設

計の内容を説明する必要がある場合も漏れなく記載する。  

  構造設計の内容を設工認添付図面（構造図）だけではなく、詳細な概

要図を用いて説明する必要がある場合は、概要図を添付するととも

に、整理表との関係が分かるように概要図の吹き出し等に整理表番

号と該当する設計方針の No.を記載する。整理表においても当該概要

図の呼び込みを括弧書きで記載する。  

  条文間の設計方針に関連して構造設計をしている場合は、当該関連

が分かるように【】で関連条文の整理表番号と該当する設計方針の

No.を記載する。  

 

No. 条 文 要

求  

基 本 設 計 方

針 （ 本 文 ）  

設 計 方 針  

（ 添 付 書 類 ）  

設 計 上 の 配 慮 事 項  

（ 周 辺 環 境 等 ）  

構 造 設 計  第 1 回 設 工 認 （ ○

○ 設 備 ） と の 差 分  

 技 術 基

準 規 則

の 該 当

条 文 を

記 載  

該 当 す る 基

本 設 計 方 針

を 記 載  

左 記 の 基 本 設

計 方 針 を 踏 ま

え た 構 造 設 計

に 係 る 設 計 方

針 を 記 載  

他 条 文 と の 要 求 を

満 足 さ せ る た め の

制 約 事 項 、 周 辺 環

境 を 考 慮 し た 制 約

事 項 ・ 設 計 上 の 配

慮 事 項  

基 本 設 計 方 針 等

を 満 足 す る た め

の 構 造 設 計 （ 共

通 ） の 内 容 を 記

載（ ○ ○ 図 参 照 ） 

―  

設 計 上 の 制 約 条

件 か ら 共 通 の 構

造 設 計 の 内 容 か

ら 差 分 が あ る 場

合 は そ の 理 由 も

含 め て 構 造 設 計

の 内 容 を 記 載

（ ○ ○ 図 参 照 ）  

【 第 〇 -〇 表  

No .〇 】  

 

第 1 回 設 工 認 で 同

じ 設 計 方 針 に 基 づ

き 構 造 設 計 し て い

る 内 容 が あ る 場 合

は 、差 分 の 有 無 お よ

び そ の 理 由 （ 考 え

方 ） を 記 載  

 

  設備の構造概要の類型の分類と申請対象設備の関係を明確にするた

め、2.で整理した類型分類のリストに、「構造概要の類型」の欄を設

け、当該申請対象設備の構造概要の整理がどの分類で整理している

のかを明確にする。  
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構造概要（外部衝撃） 

別紙２－１ 
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目次 

1. 構造概要（新設設備）

1.1 飛来物防護ネット

1.2 飛来物防護板

1.3 冷却塔（配管含む）

1.4 カメラ

1.5 試薬貯槽

2. 構造概要（新設設備以外）

2.1 排気筒

2.2 冷却塔

2.3 建物

2.4 計装設備

参考資料１ 飛来物防護ネット（A4B）の構造 

参考資料２ 安全冷却水 B冷却塔の構造 
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1. 構造概要（新設設備）

1.1 飛来物防護ネット 

別途追而 

1.2 飛来物防護板 

飛来物防護板は、竜巻時及び竜巻通過後において、設計荷重(竜巻)に対して、内包す

る竜巻防護対象施設が安全機能を損なわないよう、設計飛来物が竜巻防護対象施設に衝

突することを防止することを目的として設置する。 

飛来物防護板には、防護板（鋼材）及び支持架構で構成する設備と防護板（鉄筋コン

クリート造）の設備があり、機能は同じであるが、支持架構で支持する構造と直接建屋

に支持する構造で構造および設計方針の一部が異なることから、飛来物防護板は飛来物

防護板（防護板（鋼材）及び支持架構）と飛来物防護板（防護板（鉄筋コンクリート

造））に類型して構造概要を整理する。 

1.2.1 飛来物防護板（防護板（鋼材）及び支持架構） 

防護板（鋼材）及び支持架構の構造概要の整理結果は、第 1.2.1-1表～第 1.2.1-4表

および第 1.2.1-1図～第 1.2.1-19図に示す。 

1.2.2 飛来物防護板（防護板（鉄筋コンクリート造）） 

防護板（鉄筋コンクリート造）の構造概要の整理結果は、別途追而。 

1.3 冷却塔（配管含む） 

 別途追而 

1.4 カメラ 

 別途追而 

1.5 試薬貯槽 

別途追而 

2. 構造概要（新設設備以外）

2.1 排気筒 

別途追而 

2.2 冷却塔 

別途追而 

2.3 建物 

別途追而 

2.4 計装設備 

別途追而 
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目次 

 

1. 構造概要（新設設備） 

1.1 水素漏えい検知器（蓄電池用） 

1.2 火災感知器 

1.3 火災受信器盤（火災監視盤） 

1.4 消火水槽，防火水槽(緊急時対策建屋用) 

1.5 電動機駆動消火ポンプ(緊急時対策建屋用)、主配管(消火水供給設備系)，屋内消火

栓設備 

1.6 ハロゲン化物消火設備(全域，床下，局所) 

1.7 ケーブルトレイ消火設備 

1.8 電源盤・制御盤消火設備 

1.9 主配管（消火ガス供給系） 

1.10 蓄電池内蔵型照明 

1.11 火災区域構造物及び火災区画構造物 

1.12 1時間耐火隔壁 

1.13 高感度煙感知器 

 

 

2. 構造概要（新設設備以外） 

 2.1 グローブボックス（パネルに可燃材料を使用する GB） 

 2.2 計装設備 

2.3 熱感知器 

2.4 貯槽 

2.5 ポンプ 

2.6 屋内消火栓設備、主配管（ろ過水貯槽側、消火水供給系） 

 2.7 二酸化炭素消火設備、主配管（消火ガス供給系） 

  2.8 火災区域構造物及び火災区画構造物 

 2.9 蓄電池内蔵型照明 

 2.10 制御盤 
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目次 

 

1. 構造概要（新設設備） 

1.1 主配管 

1.2 主要弁 

1.3 安全弁 

1.4 可搬型ホース 

1.5 可搬型ダクト／配管 

1.6 計装/放管設備 

1.7 ケーブル類 

1.8 安全保護回路 

1.9 容器 

1.10 燃料貯槽 

1.11 保管庫・貯水所 

1.12 緊急時対策建屋 

1.13 フィルタ類 

1.14 可搬型照明 

1.15 凝縮器 

1.16 可搬型中型移送ポンプ 

1.17 可搬型発電機 

1.18 可搬型空気圧縮機 

1.19 空気圧縮機 

1.20 送排風機 

1.21 車両 

1.22 ボンベ 

1.23 通信連絡設備 

1.24 制御盤 

1.25 電源盤 

1.26 電力貯蔵装置 

1.27 無停電電源装置 

1.28 可搬型放水砲 

1.29 ホイールローダ 

1.30 小型船舶 

1.31 可搬型汚濁水拡散防止フェンス 

1.32 放射性物質吸着材 

1.33 可搬型排水受槽 
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1.34 スプレイヘッダ 

1.35 燃料油ポンプ 

1.36 サービスタンク 

1.37 発電機 

 

2. 構造概要（新設設備以外） 

 2.1 配管（接続口追加） 

 2.2 配管（新設ラインへ分岐） 

 2.3 ダクト（材料変更） 

 2.4 サイフォンブレーカ 

 2.5 計装設備（インターロック追加） 
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目次 

1. 構造概要（新設設備）

1.1 配管（低レベル廃液処理系）

1.2 固化セル圧力放出系前置フィルタユニット

2. 構造概要（新設設備以外）

2.1 照明設備

2.2 電気設備（所内低圧系統等）

2.3 共用設備（第１海洋放出ポンプ等）

2.4 安重格下げ設備（注水槽等）

2.5 遮蔽設備

構造概要の分類で検討中のもの 

・防護対象設備であるが評価対象外の設備（B、Cクラス）
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